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（別記１）変更事項 
 
○計画本体 

３ 構造改革特別区域の範囲 
４ 構造改革特別区域の特性 
５ 構造改革特別区域計画の意義 
７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 
９ 構造改革特別区域計画において実施し又はその実施を促進しようとする特定事

業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が

必要と認める事項 
 

○別紙 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 
５ 当該規制の特例措置の内容 
 

 
（別記２）変更事項の内容 

 
○ 計画本体 

３ 構造改革特別区域の範囲 
  ・構造改革特別区域を成田市全域に拡大させることに伴い、記述を変更。 

変 更 前 変 更 後 

３ 構造改革特別区域の範囲 

成田市の区域の一部（旧成田市地

域） 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

成田市の全域 

 

 
４ 構造改革特別区域計画の特性 
  ・前回認定申請時（平成18年2月1日）から千葉県及び成田市の地域特性を示す

データ並びに千葉県及び成田市による国際教育の内容が変化したことから、

記述を変更。 
変 更 前 変 更 後 

４．構造改革特別区域の特性 

（１）特区の特性 

  ①千葉県の特性 

  我が国の空と海の玄関である成田

空港（13年度貨物取扱量約160万t、

同年度国際線旅客数約2千5百万人）

及び千葉港（13年貨物取扱量約1.6

億t）を擁するほか、国際的な業務

機能の集積する幕張新都心（千葉市

ほか）や国際水準の研究開発拠点を

目指すかずさアカデミアパーク（木

更津市ほか）を有し、国際的な交流

機能、業務機能、研究開発機能など

４．構造改革特別区域の特性 

（１）特区の特性 

  ①千葉県の特性 

  我が国の空と海の玄関である成田

空港（17年度貨物取扱量約224万t、

18年度国際線旅客数約3千4百万人）

及び千葉港（18年貨物取扱量約1.7

億t）を擁するほか、国際的な業務

機能の集積する幕張新都心（千葉市

ほか）や国際水準の研究開発拠点を

目指すかずさアカデミアパーク（木

更津市ほか）を有し、国際的な交流

機能、業務機能、研究開発機能など
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変 更 前 変 更 後 

が集積している。 

 

  ②成田市の地域特性  

  同市を中心に立地する成田空港

（39か国2地域68社が乗り入れ。年間

外国人旅客者約7百万人。）により、

我が国と国外98都市との窓口となっ

ており、空港周辺には16のホテル群

（客室総数約6,500室）や国際物流機

能が集積し、外国人居住者も約2,300

人（成田市人口の2.4％）に上るほ

か、成田山新勝寺など国際観光拠点

としての機能とも相まって、極めて

多くの外国人が訪問・滞在する国際

性豊かな都市となっている。 

  さらに、成田空港の暫定平行滑走

路の整備（平成14年4月供用開始)

や、都心とを結ぶ成田新高速鉄道の

整備（平成22年度開業予定）などに

より、その国際都市としての役割は

今後さらに大きくなるものと見込ま

れる。 

  なお、成田市を中心とする地域

は、第5次首都圏基本計画（平成11年

3月）において、業務核都市として、

成田空港周辺地区、成田都心地区等

を核に、国際的な業務・物流等の世

界につながる機能を展開し、国際交

流拠点の形成を図るべき地域とされ

ている。また、成田市は、「国際会

議等の誘致の促進及び開催の円滑化

による国際観光の振興に関する法律

（コンベンション法）」に基づき国

際会議等の誘致の促進や開催の円滑

化等を図る「国際会議観光都市」に

指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が集積している。 

 

②成田市の地域特性  

 同市を中心に立地する成田空港

（39か国2地域71社が乗り入れ。年間

外国人旅客者約9百万人。）により、

我が国と国外95都市との窓口となっ

ており、空港周辺には18のホテル群

（客室総数約7,000室）や国際物流機

能が集積し、外国人居住者も約2,900

人（成田市人口の2.4％）に上るほ

か、成田山新勝寺など国際観光拠点

としての機能とも相まって、極めて

多くの外国人が訪問・滞在する国際

性豊かな都市となっている。 

さらに、成田空港の暫定平行滑走

路の整備（平成14年4月供用開始)

や、都心とを結ぶ成田新高速鉄道の

整備（平成22年度開業予定）などに

より、その国際都市としての役割は

今後さらに大きくなるものと見込ま

れる。 

なお、成田市を中心とする地域

は、第5次首都圏基本計画（平成11年

3月）において、業務核都市として、

成田空港周辺地区、成田都心地区等

を核に、国際的な業務・物流等の世

界につながる機能を展開し、国際交

流拠点の形成を図るべき地域とされ

ている。また、成田市は、「国際会

議等の誘致の促進及び開催の円滑化

による国際観光の振興に関する法律

（コンベンション法）」に基づき国

際会議等の誘致の促進や開催の円滑

化等を図る「国際会議観光都市」に

指定されている。 
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変 更 前 変 更 後 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）千葉県及び成田市による国際教

育の推進 

  ① 略 

 

  ② また、成田市においては、「成

田市学校教育長期ビジョン」の基本

理念「ともに学び、遊び、育つまち

成田」の実現を目指し、早急に取り

組むべき事業と先導的役割を果たす

事業の重点プロジェクトの一つとし

て、｢国際コミュニケーション・プロ

ジェクト」に取り組んでおり、成田

空港を擁し、市内に在住・滞在する

外国人の多い市の特徴を生かし、児

童生徒が異文化の理解、国際感覚、

コミュニケーション能力を身に付け

るためのプログラムを実施している

ところである。 

   特に、市立成田小学校において

は、平成8年度より文部科学省指定の

研究開発学校として「地域社会に根

ざした小学校英語学習」、「未来に

つなぐ小学校英語」をテーマに小学

校における英語教育のカリキュラム

等の研究開発に先導的・実証的な取

組みを行ってきたところである。 

   また、その他の市内各小学校にお

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）千葉県及び成田市による国際教

育の推進 

  ① 略 

 

  ② また、成田市においては、

「成田市学校教育長期ビジョン」の

基本理念「ともに学び、遊び、育つ

まち 成田」の実現を目指し、早急

に取り組むべき事業と先導的役割を

果たす事業の重点プロジェクトの一

つとして、｢国際コミュニケーショ

ン・プロジェクト」に取り組んでお

り、成田空港を擁し、市内に在住・

滞在する外国人の多い市の特徴を生

かし、児童生徒が異文化の理解、国

際感覚、コミュニケーション能力を

身に付けるためのプログラムを実施

しているところである。 

     特に、市立成田小学校において

は、平成8年度より文部科学省指定

の研究開発学校として「地域社会に

根ざした小学校英語学習」、「未来

につなぐ小学校英語」をテーマに小

学校における英語教育のカリキュラ

ム等の研究開発に先導的・実証的な

取組みを行ってきたところである。

    また、その他の市内各小学校にお

項目 状況 （備考） 

年間旅客

数 

約2千9百万

人（14年） 

国内シェア約

5 4 % （ 1 2 年

度） 

うち外

国人旅客

数 

約  7百万

人（14年） 

 

外国人入

国者数 

約  2.7百

万 人 （ 1 3

年） 

国内シェア約

52%（13年） 

成田空

港関連 

年間航空

貨物取扱

量 

約 1.6百万

t （ 1 3 年

度） 

国内シェア約

6 2 % （ 1 2 年

度） 

成田市内に宿泊す

る外国人及び外国

の航空会社の年間

乗務員数 

約83万人 (参考)成田市

人口:約98千

人 

成田市内の外資系

企業数 

43社 県内外資系企

業（303社）

の約15%に相

当 

項目 状況 （備考） 

年間（国

際線）旅

客数 

約3千4百万

人 （ 1 8 年

度） 

国内シェア約

6 0 % （ 1 7 年

度） 

うち外

国人旅客

数 

約  9百万

人 （ 1 8 年

度） 

 

外国人入

国者数 

約  4百万

人（18年）

 

国内シェア約

50%（18年） 

成田空

港関連

年間航空

貨物取扱

量 

約 2.2百万

t （ 1 7 年

度） 

国内シェア約

6 6 % （ 1 7 年

度） 

成田市内に宿泊す

る外国人及び外国

の航空会社の年間

乗務員数 

約83万人 (参考)成田市

人口:約123千

人 

成田市内の外資系

企業数 

36社 県内外資系企

業（305社）

の約12%に相

当 
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変 更 前 変 更 後 

いても、外国人英語講師を迎えての

国際教育を年数回、11年度からは英

語活動を隔週１回で実施してきた。

平成14年4月からは、学級担任と外国

人英語講師のティームティーチング

による20分の英語活動を週1回行い、

10月からは週2回に拡充し実施してい

るところである。 

  また、平成12年度より各小学校区

を単位に年10回程度「成田ミーツ・

ザ・ワールド」として、地域におけ

る英語学習を実施している。 

  中学校においては、外国人英語講

師をすべての学校に通年で派遣し英

語授業の充実を図るとともに、学校

における様々な活動の中で外国人英

語講師とふれあうことにより，生徒

の実践的コミュニケーション能力の

育成に努めている。また，姉妹都市

であるカリフォルニア州のサンブル

ーノ市への中学生派遣事業として、

約20名の中学生を1週間にわたり派遣

するなど国際教育を積極的に推進し

ているところである。 

 

 

 

いても、外国人英語講師を迎えての

国際教育を年数回、11年度からは英

語活動を隔週１回で実施してきた。

平成14年4月からは、学級担任と外

国人英語講師のティームティーチン

グによる20分の英語活動を週１回行

い、10月からは週2回に、平成15年

10月からは週3回に拡充し実施して

いるところである。 

  また、平成12年度より平成17年度

まで各小学校区を単位に年10回程度

「成田ミーツ・ザ・ワールド」とし

て、地域における英語学習を実施し

てきたところである。 

  中学校においては、外国人英語講

師をすべての学校に通年で派遣し英

語授業の充実を図るとともに、学校

における様々な活動の中で外国人英

語講師とふれあうことにより，生徒

の実践的コミュニケーション能力の

育成に努めている。また，姉妹都市

であるカリフォルニア州のサンブル

ーノ市への中学生派遣事業として、

約20名の中学生を1週間にわたり派

遣するなど国際教育を積極的に推進

しているところである。 

 

 
５ 構造改革特別区域計画の意義 
  ・前回認定申請時（平成18年2月1日）からの時間の経過に伴い変化した内容の

記述を変更。 

変 更 前 変 更 後 

５．構造改革特別区域計画の意義 

    今日、国際化が急速に進展する中

で、国際社会に生きているという自

覚と広い視野を持ち、国を超えて相

互に理解し合うことは、ますます重

要になりつつある。また、我が国に

あっては、今後一層積極的に国際社

会に対して貢献していくことが求め

られている。 

    これらの観点から、国際社会にお

いて、世界情勢や歴史的背景などを

理解し、相手の立場を尊重しつつ、

５．構造改革特別区域計画の意義 

    今日、国際化が急速に進展する中

で、国際社会に生きているという自

覚と広い視野を持ち、国を超えて相

互に理解し合うことは、ますます重

要になりつつある。また、我が国に

あっては、今後一層積極的に国際社

会に対して貢献していくことが求め

られている。 

    これらの観点から、国際社会にお

いて、世界情勢や歴史的背景などを

理解し、相手の立場を尊重しつつ、
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変 更 前 変 更 後 

自分の考えや意思を正しく伝える能

力を育成することは急務であり、そ

のために必要な英語を用いた表現力

などのコミュニケーション能力の育

成が求められているところである。

   このため、新学習指導要領の中

で、小学校では、新設された「総合

的な学習の時間」において、英会話

などの活動ができることとし、中学

校及び高等学校では、これまで選択

教科であった外国語科が必修教科と

なり、外国語教育重視の方針が示さ

れたところである。 

    このような中、千葉県では、成田

空港、千葉港、幕張メッセ、かずさ

アカデミアパークなどの国際的交流

拠点を有する本県の特性を踏まえ、

主体的で個性的な県政運営の一環と

して、「チバ・インターナショナル

・ エ デ ュ ケ ー シ ョ ン ・ プ ラ ン

(CIEP）」を平成14年3月に策定し、

その積極的な推進に務めるととも

に、この取組を踏まえた国際教育の

拡大を目指しているところである。

これらの取組に基づき、児童生徒の

英語によるコミュニケーション能力

を育成するにあたっては、教科指導

や特別活動など、できるだけ多くの

場面で、多くの時間、英語に触れさ

せることにより、実際に英語による

コミュニケーション活動を行う時間

を確保することが大切であると考え

られることから、成田市の国際都市

としての地域特性や国際教育の実績

を生かしながら、同市との緊密な連

携の下で、積極的に本特例措置を活

用しながら小・中・高の一貫した英

語教育を目指して、カリキュラム等

の開発を行うとともに、「バイリン

ガル教育」や「イマージョン教育」

を意識しながら研究実践を進め、有

効な指導方法を探究することとして

いる。 

 

自分の考えや意思を正しく伝える能

力を育成することは急務であり、そ

のために必要な英語を用いた表現力

などのコミュニケーション能力の育

成が求められているところである。

   このため、現行の学習指導要領の

中で、小学校では、「総合的な学習

の時間」において、英会話などの活

動ができることとし、中学校及び高

等学校では、外国語科が必修教科と

なり、外国語教育重視の方針が示さ

れている。 

    このような中、千葉県では、成田

空港、千葉港、幕張メッセ、かずさ

アカデミアパークなどの国際的交流

拠点を有する本県の特性を踏まえ、

主体的で個性的な県政運営の一環と

して、「チバ・インターナショナル

・ エ デ ュ ケ ー シ ョ ン ・ プ ラ ン

(CIEP）」を平成14年3月に策定し、

その積極的な推進に努めるととも

に、この取組を踏まえた国際教育の

拡大を目指しているところである。

これらの取組に基づき、児童生徒の

英語によるコミュニケーション能力

を育成するにあたっては、教科指導

や特別活動など、できるだけ多くの

場面で、多くの時間、英語に触れさ

せることにより、実際に英語による

コミュニケーション活動を行う時間

を確保することが大切であると考え

られることから、成田市の国際都市

としての地域特性や国際教育の実績

を生かしながら、同市との緊密な連

携の下で、積極的に本特例措置を活

用しながら小・中・高の連携した英

語教育を目指して、カリキュラム等

の開発を行うとともに、「イマージ

ョン教育」を意識しながら研究実践

を進め、有効な指導方法を探究して

きている。 
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７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 
  ・英語教育における小・中学校の関係の変化に伴い、記述を変更。 

変 更 前 変 更 後 

７．構造改革特別区域計画の実施が構

造改革特別区域に及ぼす経済的社会

的効果 

    国際化が急速に進展する中、国際

的な地域特性を有する本特区内にお

いて、豊かなコミュニケーション能

力を身に付けることにより、国際社

会で共生していくための資質・能力

・態度が育成され、グローバルな視

点から地域経済を担いうる人材が多

数輩出される。 

     特に、個々の児童生徒にとって

は、人としての基礎を培う時期に外

国人と出会いふれあう直接体験を重

ねることにより、自分とは違った考

えの人等に対しおおらかな気持ちで

受け入れることができる。また、英

語によるコミュニケーション活動を

通して、英語を話すことに自信がつ

き、さらに明るい気持ちでだれとで

も気軽に挨拶をしたり、間違いを恐

れず自ら進んでいろいろな人と話が

できるような自己表現能力が高ま

り、将来における個々の可能性を広

げられることを目指す。 

なお、本規制の特例導入後5年を

目途に小・中学校の一貫した英語教

育を実施する効果として、継続して

学習した生徒については中学校卒業

段階で概ね英語検定3級程度の英語

力を身に付けることを目指す。 

また、帰国・外国人児童生徒の受

入れ体制の充実に資することによ

り、国際的なビジネスが本特区内で

展開するに際しての教育環境面での

インフラ強化を通じて、内外の企業

の集積が促進され、地域経済、ひい

ては我が国経済の活性化に資するこ

とが期待できる。 

さらに、実践研究の成果を県内外

の学校や教育機関にも広く供するこ

とを通じて、グローバル化に対応し

た国際教育がそれぞれの地域特性に

７．構造改革特別区域計画の実施が構

造改革特別区域に及ぼす経済的社会

的効果 

    国際化が急速に進展する中、国際

的な地域特性を有する本特区内にお

いて、豊かなコミュニケーション能

力を身に付けることにより、国際社

会で共生していくための資質・能力

・態度が育成され、グローバルな視

点から地域経済を担いうる人材が多

数輩出される。 

     特に、個々の児童生徒にとって

は、人としての基礎を培う時期に外

国人と出会いふれあう直接体験を重

ねることにより、自分とは違った考

えの人等に対しおおらかな気持ちで

受け入れることができる。また、英

語によるコミュニケーション活動を

通して、英語を話すことに自信がつ

き、さらに明るい気持ちでだれとで

も気軽に挨拶をしたり、間違いを恐

れず自ら進んでいろいろな人と話が

できるような自己表現能力が高ま

り、将来における個々の可能性を広

げられることを目指す。 

なお、本規制の特例導入後5年を

目途に小・中学校の連携した英語教

育を実施する効果として、継続して

学習した生徒については中学校卒業

段階で概ね英語検定3級程度の英語

力を身に付けることを目指す。 

また、帰国・外国人児童生徒の受

入れ体制の充実に資することによ

り、国際的なビジネスが本特区内で

展開するに際しての教育環境面での

インフラ強化を通じて、内外の企業

の集積が促進され、地域経済、ひい

ては我が国経済の活性化に資するこ

とが期待できる。 

さらに、実践研究の成果を県内外

の学校や教育機関にも広く供するこ

とを通じて、グローバル化に対応し

た国際教育がそれぞれの地域特性に
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変 更 前 変 更 後 

応じて広範に展開されることにも寄

与することができる。 

 

応じて広範に展開されることにも寄

与することができる。 

 

 
９ 構造改革特別区域計画において実施し又はその実施を促進しようとする特定事

業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が

必要と認める事項 
  ・前回認定申請時（平成18年2月1日）からの時間の経過に伴い変化した内容の

記述を変更。 

変 更 前 変 更 後 

９．構造改革特別区域計画において実

施し又はその実施を促進しようとす

る特定事業に関連する事業その他の

構造改革特別区域計画の実施に関し

地方公共団体が必要と認める事項 

（１）ちば2003年アクションプラン 

    

  （略） 

 

（２）チバ・インターナショナル・エ

デ ュ ケ ー シ ョ ン ・ プ ラ ン

（CIEP） 

    グローバル化が急速に進展する

中、英語による授業の充実を図ると

ともに、小・中・高の連携を深める

ことにより、英語によるコミュニケ

ーション能力を重視した教育をさら

に推進し、将来、国際的な舞台で英

語を駆使して活躍できる人材の育成

を図るもので、以下の2つの事業の

総称。 

 ①ゲイトウェイ・トゥ・イングリッ

シュ・ランゲージ（GEL) 

   千葉県教育委員会及び成田市教育

委員会が実施するもので、成田市立

中台中学校区を研究指定地域とし、

CIEPの義務教育段階の研究として

「小・中・高を通した英語学習の系

統化、英会話教育充実のための実践

研究、一部の教科及び行事を英語に

よって行う教育に関する実践研究」

を行う。 

 ②スーパー・イングリッシュ・ラン

ゲージ・ハイスクール（SELHi） 

９．構造改革特別区域計画において実

施し又はその実施を促進しようとす

る特定事業に関連する事業その他の

構造改革特別区域計画の実施に関し

地方公共団体が必要と認める事項 

（１）ちば2003年アクションプラン 

    

  （略） 

 

（２）チバ・インターナショナル・エ

デ ュ ケ ー シ ョ ン ・ プ ラ ン

（CIEP） 

    グローバル化が急速に進展する

中、英語による授業の充実を図ると

ともに、小・中・高の連携を深める

ことにより、英語によるコミュニケ

ーション能力を重視した教育をさら

に推進し、将来、国際的な舞台で英

語を駆使して活躍できる人材の育成

を図るもので、以下の3つの事業の

総称。 

  ①ゲイトウェイ・トゥ・イングリッ

シュ・ランゲージ（GEL) 

   千葉県教育委員会及び成田市教育

委員会が実施するもので、成田市立

中台中学校区を研究指定地域とし、

CIEPの義務教育段階の研究として

「小・中連携した英語学習の系統

化、英会話教育充実のための実践研

究、教科の一部及び行事等を英語に

よって行う教育に関する実践研究」

を行う。 

 ②スーパー・イングリッシュ・ラン

ゲージ・ハイスクール（SELHi） 
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変 更 前 変 更 後 

    文部科学省が指定するもので、千

葉県立成田国際高等学校を研究開発

学校とし、英語教育を重視したカリ

キュラムの開発、一部の教科を英語

によって行う教育、大学や海外姉妹

校との効果的な連携方策についての

実践研究を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）小学校における教科「英語科」

の設置 

     文部科学省が指定するもので、

成田市立成田小学校及び他1校を研

究開発学校とし、小学校において効

果的な英語科学習を実施するための

教育課程・指導方法の研究開発を行

う。 

 

 

（４）成田市の英語教育に係る事業 

  ・外国人英語講師派遣事業 

  ・小学校外国人英語講師派遣事業

  ・小学校英語科研究開発事業 

  ・小中連携英語学習研究事業 

  ・小学校英語年間指導計画等作成

事業 

  ミシガン州との教員交流事業 

  ・成田ミーツ・ザ・ワールド（地

域ですすめる子ども外国語学習

推進事業） 

 

 

    文部科学省が指定するもので、千

葉県立成田国際高等学校を研究開発

学校とし、英語教育を重視したカリ

キュラムの開発、内容中心型の授業

方法の研究、小・中・大学や海外姉

妹校との効果的な連携方策について

の実践研究を行う。 

③チバ・スーパー・イングリッシュ

・ランゲージ・ハイスクール(C-

SELHi) 

  SELHi終了後，県が千葉県立成田

国際高等学校を指定し，生徒の英語

コミュニケーション能力の一層の向

上を目指した実践研究の充実を図

る。 

 

（３）文部科学省研究開発学校（英語

教育） 

     文部科学省が指定するもので、

成田市立成田小学校及び成田市立成

田中学校を研究開発学校とし、小・

中学校9年間の英語科学習におい

て，効果的に確かな英語の力を身に

つけるための教育課程・指導方法を

明らかにする研究開発を行う。 

 

（４）成田市の英語教育に係る事業 

  ・中学校外国人英語講師派遣事

業 

 ・小学校外国人英語講師派遣事業 

 ・英語科研究開発事業 

 ・小中連携英語学習研究事業 

 ・小学校英語年間指導計画等作成

事業 

 ・ミシガン州との教員交流事業

（～平成15年度） 

 ・成田ミーツ・ザ・ワールド（地

域ですすめる子ども外国語学習

推進事業）（～平成17年度） 
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○ 別紙 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 
  ・構造改革特別区域を成田市全域に拡大させることに伴い、記述を変更。 

変 更 前 変 更 後 

２ 当該規制の特例措置の適用を受け

ようとする者 

成田市の区域の一部（旧成田市地

域）内の全市立小・中学校 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受け

ようとする者 

成田市内の全市立小・中学校 

 

 
５ 当該規制の特例措置の内容 
  ・前回認定申請時（平成18年2月1日）からの時間の経過に伴い変化した内容の

記述を変更。   
変 更 前 変 更 後 

５．当該規制の特例措置の内容 

（１）～（２） 略 
 

（３）15年度以降の小学校の教育課程

の内容等 (教育課程表：別添） 

 （新山小学校） 

  ・ゲイトウェイ・トゥ・イングリ

ッシュ・ランゲージ（GEL)1年目

の実践を生かした本格的な研

究。 

    ・英語科の設置。 

     ・一部の教科や行事等を英語で実

施する実践研究及びその考察。 

    ・児童の実態にあった活動計画、

場面や機能ごとのシラバスづく

り。 

   ・交流活動の研究、実践。 

   ・小中児童生徒の交流。小中高の

教員の交流。外国人との交流。

等 

 （新山小学校における指導体制の充

実） 

  ○研修  
  ・大学教授等による理論実践研修 
    ・外国人英語講師による英会話力

習得のための実践研修 
  ・成田市教育委員会主催の小学校

英語研修会やその他の英語研修

会への参加 
   ・週時程の中に位置付けられた外

５．当該規制の特例措置の内容 

（１）～（２） 略 
 

（３）小学校の教育課程の内容等

(教育課程表：別添） 

  （実施内容） 
    ・ゲイトウェイ・トゥ・イングリ

ッシュ・ランゲージ（GEL)1年
目の実践を生かした本格的な

研究。 
    ・英語科の設置。 
    ・教科の一部や行事等を英語で実

施する実践研究及びその考察。

    ・児童の実態にあった活動計画、

場面や機能ごとのシラバスづく

り。 
   ・交流活動の研究、実践。 
    ・小中児童生徒の交流。小中高の

教員の交流。外国人との交流。

 等 
 （指導体制の充実） 
  ○研修  
  ・大学教授等による理論実践研修 
   ・外国人英語講師による英会話力

習得のための実践研修 
  ・成田市教育委員会主催の小学校

英語研修会やその他の英語研修

会への参加 
   ・週時程の中に位置付けられた外

国人英語講師との打ち合わせの
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変 更 前 変 更 後 

国人英語講師との打ち合わせの

中での実践    
  ○職員の配置 
  ・県費加配教員の配置 
  ・外国語指導助手の配置（県派遣2

名・市派遣1名） 
 （平成16年度以降の指導体制の充

実） 
新山小学校における指導体制の充

実と同様の措置を検討 
 
（別添資料） 

○平成15～17年度 教科等の年間標準

授業時数  略 

  

○平成18年度 教科等の年間 標準授

業時数  

 

（表：省略） 

 

（４）平成16年度以降の中学校の教育

課程の内容等 （教育課程表：別

添） 

     ・ゲイトウェイ・トゥ・イング

リッシュ・ランゲージ（GEL）

2年目の実践を生かした本格的

な研究。 

    ・実践的コミュニケーション能

力の育成を図ることを意識し

た 正 規 英 語 授 業 で の カ

リキュラム・指導方法の改善 

   ・英語科総授業時数の拡充。

（週1時間の「聞く・話す」活動

に重点をおいた英語授業の展開）

   ・外国人講師とのティームティ

ーチングの効果的な実践。  

     ・一部の教科や行事等を英語で

実施する実践研究及びその考

察。 

    ・小学校での英語活動を効果的

に繋げる場面や機能ごとのシ

ラバスづくり。 

   ・交流活動の研究、実践。 

    ・小中児童生徒の交流。小中高

の教員の交流。外国人との交

中での実践    
 
   ○職員の配置 
    ・県費加配教員の配置 
    ・外国語指導助手の配置 
  
 

  

 

 

 

（別添資料） 

○平成15～17年度 教科等の年間標準

授業時数  略 

  

○平成18年度以降 教科等の年間 標

準授業時数 

 
（表：省略） 

 
（４）中学校の教育課程の内容等

（教育課程表：別添） 

   ・ゲイトウェイ・トゥ・イング

リッシュ・ランゲージ（GEL）

2年目の実践を生かした本格的

な研究。 

    ・実践的コミュニケーション能

力の育成を図ることを意識し

た 正 規 英 語 授 業 で の カ

リキュラム・指導方法の改善 

   ・英語科総授業時数の拡充。

（週1時間の「聞く・話す」活動

に重点をおいた英語授業の展開）

   ・外国人講師とのティームティ

ーチングの効果的な実践。  

     ・教科の一部や行事等を英語で

実施する実践研究及びその考

察。 

    ・小学校での英語活動を効果的

に繋げる場面や機能ごとのシ

ラバスづくり。 

   ・交流活動の研究、実践。 

    ・小中児童生徒の交流。小中高

の教員の交流。外国人との交

流。 等の措置を検討。 
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変 更 前 変 更 後 

流。 等の措置を検討。 

 

○平成16年度以降 教科等の年間 

標準授業時数 

 

成田市立中台中学校 
 

（表：省略） 

 
※選択教科において英語科を開設

する。 
 

（５）関連法等との関係 
 ①～② 略 
 ③一部の教科及び行事等を英語で実

施する中での、各教科の内容等に

ついては、学習指導要領に準拠す

るものである。 
 ④「英語科」の時間数確保と「生活

科」及び「総合的学習の時間」と

の関係 
（ア）～（イ） 略 

 

 

○教科等の年間 標準授業時数 

  
 成田市立中台中学校等 

 
（表：省略） 

 
  
 

 
 
（５）関連法等との関係 
 ①～② 略 
 ③教科の一部及び行事等を英語で実

施する中での、各教科の内容等に

ついては、学習指導要領に準拠す

るものである。 
 ④「英語科」の時間数確保と「生活

科」及び「総合的な学習の時間」

との関係 
（ア）～（イ） 略 

 


